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l ―― 三□事業所における自己評価結果

F !I! .... たんぼI'!.
公表日 令和7年 3月22日

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 II題や改讐すぺき点

l 利用定員が発違支慣室縛のスベースとの間係で週切であるか．

4 

子どもと一対ーでの対応ができる●員数に

2 
利用定員やこどもの状懇樗に対して、職員の配置nは遇切である

なっており．饂々の子どもの患いに寄り添い環
力'・

ながら細かく伝えている．遭 4 

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環頃になっている

体 3 か． また、事婁所の設●鱒は｀・書の特性に応じ、パリアフリー化

割 や載伽 璽等、環墳上a匹が的になされているか． 4 
整 静的活動と動的活動の節厘があり、活動に応

． 生活空間は、溝潔で、心地よく過ごせる環墳になっているか．ま
じて事前に環境設定ができる空間になってい4 

た、こども違の活鵬に合わせた空間となっているか． 
る．4 

場合によっては、パーナンションを使用する

5 
必妻に応じて こどもが個別のlll!llや場所を使用することが認めら

など、集中できるようにしている．
れる環墳になっているか．

4 

B々 振り返り、記録をとり次回の活動にいか

6 
婁 書を遍めるため1)POCAサイク）K目欄設定と振り返り）に、

している．
広く・員が参画しているか．

4 

7 
保墨者向け評伍表により保屋者等の意向等を把震する機会を設け

ており その内容を婁籾改善につなげているか．

連絡ツールを使い疑問に思っ点などは、保墨

者の方にも遇宜お伝えしていく．

婁
4 

務 ・員の最見等を把Illする機会を設けており、その内容を●務改善に

改
8 

つなげているか．

琶 4 

9 
第三者による外郭評値を行い、評価結果を婁務改●につなげている

か．
4 

璽員の資資の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で
10 

研修を開催する機会が帽保されているか．
4 

11 選に支援プログラムが作成、公表されているか．

4 

til々 のこどもに対してアセスメントを遇切に行い、こどもと保護者

12 のニーズや課題を客観的に分析した上で、児■発違支援計画を作成

しているか． 4 

児●発違支援It画を作成する際には、児●発違支援●理賣任者だけ

13 でなく．こどもの支援に隣わる●員が共通理解の下で、こどもの■
．の利益を零慮した検討が行われているか． 4 

14 
児重発違支援計iiiが・員間に共有され、ltiliに沿った支援が行われ

ているか．
4 

こどもの週応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

15 ルなアセスメントや．日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により11認しているか． 4 

児●発違支援1111iには、児●発連支援ガイドラインの「児重発違支

援の提供すぺき支l11」の 「本人支l11」. 「家族支檀」 、 「移行支
遇

16 援」及び「地壌支援・地壌遅隕」のねらい及び支援内宮も踏まえな
切

がら、こどもの支援に必饗な項目が遇切に設定され、その上で、 員
な

体的な支11内容が設定されているか． 4 
支

虜

の
17 活動フログラムの立軍をチームで行っているか．

4 
提

週に数回利用する児■に対して、活動内容が
仇

・ならないよう配慮している．l.8 活動プログラムが凶定化しないよう工夫しているか．

4 



19 
こどもの1犬況K応しt、鋼別活動と纂同沢動を週官絹み合わせて児

．窯遺~1111-111賓作成し 、 支IIが行わ11ているか．
4 

芍 9闇始前には鴫●間で必ずn合せを9うい、その日行われる支IIの 一日⑪頂れや活動の遍め方縛糟認し．支援に

20 内腎9ヽ役割分氾について確認し、チームで濃慣して支IIを行ってい いかしている．

るか． 4 

21 
~I胃終了債1こ は、 ●胃間で必ず打合せを行い、 その日行われた支II

の原I)退＇）を行い、≪付いた点聘を共胄しているか．
4 

記録を薫りかえり、次の声掛けや支援を考え

22 
日 の々支111こ闊して記鰈をとることを徹底し、支1員の検Iii・ 改鶴に

ている．
つなけているか．

4 

23 
定疇的にモニタリ ングを行い、児■発違支lllt画の見直しの必饗性

を覇111iし、週切な見直しを行っているか．
4 

24 
●喜児相緊支糧事●所のサーピス担当書会鯛や間係機間との会議

に、そのこどもの状況をよく覆鱗した者が参iiiしているか．
4 

25 
地域の保讐｀医療 （主治医や協力医療機関尊）、霞書襴祉、保育、

震育壽の隠係機胃と遅携して支援を行う体綱を整えているか．
4 

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン措道の
園での活動内容を共有し、活動内容にも反映

観点から支撞を行っているか．また、その際、保育所や認定こども
している．

25 
Ill、幼穫Ill、特別支援字校（幼稚郎）等との間で、支援内容等の情輻

共膏と祖互哩鱗を図っているか．
4 

令和7年1月縄所ということもあり 今回は小字校とつ

27 
就峙の移行の11l1には、小字校や特別支援学校（小学部）との間で、 ながりをもったという事9はないが 今襖ぱ刃集の子ど

支援内容等0)1ltは~と相互理鱗を図っているか． もについては遷111していきたいと零えている．

4 
関

係 (28~30は｀センターのみ回笞）

機 28 
甕

地域の他の児重発達支援センターや霞害児通所支援事婁所等と連携

や
を図り．地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか．

保

量 29 
賃の向上を図るため、積極的に尋門家や専門機関等から助言を受け

君 たり、・員を外部研修に参加させているか．

と

の （自立支援）協議会こども郎会や地域の子ども・子育て会議等へ積極
30 

遅 的に参加しているか．

携

(31は、●璽所のみ回笞）
必妻に応じて検討していく．

31 
地填江児重発違支援センターとの連携を図り、必饗に応じてスー

パーパイズや助言等を受ける機会を設けているか ．
4 

32 
保育所や認定こども薗、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する懺釦効るか．
4 

33 
日頃からこどもの状況を保重者と伝え合い、こどもの発違の状況や

課題について共通理鱗を持つているか．
4 

豪族の対応力の向上を図る観点から、豪族に対して豪族支撮プログ 必饗に応じて檜討していく

34 ラム（ペアレン ト・トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機

会輯提供等を行っているか． 4 

35 
運営規程、支撮プログラム利用書負担等について丁・な脱明を

行っているか．
4 

児童発遣支lllt画を作成する際には、こどもや保鰻書の●患の尊

36 ●、こどもの●●の利益の儡先膏慮の観点を踏まえて、こどもや豪

族の●向を糟認する機会を設けているか． 4 

37 
「児●覺違支llltill」を示しながら支援内容の説明を行い、保●書

から児●免違支llltliの同●を得ているか．
4 

動覆峙闇によっては直慢保・書と会う機会が

38 
定剛的に．事族縛からの子膏ての悩み尋に対する相鱗に週切に応

ない・員もいるが．慣帽は共膏している．
じ、面鱗や必饗な助●と支援を行っているか．

3 I 
コ^＇



｀ <.tillの会の活動を支IIすることや.Ii胃書会等を間催する縛によ 必賽に応じて検討していく．
貴

n、保霞書同士て交漬する綱会を設ける縛の支IIをしているか．ま
書 39 

た｀きょうだい同士で交溝する糟会を旧ける等の支IIをしている
ヽ

か． 4 
の

笠
こ ども\~者からの相訣や申入れについて、対応の体綱を精●す

朗
40 るとともに、 こどもや代讀者に周知し` 相絞や申入れがあった場合

尋
に迅遺かつ週切に対応しているか． 4 

定剛的に通信縛を覧行することや、HPやSNS等を活用することに

41 より、活馳ll饗や行事予定、運絡体綱縛の情輯をこどもや保璽者に

対して発信しているか． 4 

42 鑑人情輯の訳扱いに十分鰯璽しているか．

4 

43 
・書のあるこどもや保璽書との意患の諫通や情輻伝違のための配慮

をしているか．
4 

近隣の方とあいさつや会話を交わすが事重所

44 
事稟所O)fテ事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事婁運営を

に招いての交溝はしていないため、必饗に応
図っているか．

じて検討していきたい．4 

・故防止マニュアル、緊急峙対応マニュアル、防犯マニュアル、感 ・員間で防災マ＿ュアルを共膏していたが、

45 染痘対応マニュアル等を策定し、●員や家族等に周知するととも 保重者への周知はできていなかったため．

に“発生を想定した謂繊を実魔しているか． 4 データでお送りする．

46 
婁務継続It画 (BCP)を策定するとともに、非常災書の発生に●

え、定剛的に選麺．救出その他必饗なり＇練を行っているか．
4 

47 
事前に、暦藁や予防接糧、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか．
4 

今のところ食物アレルギーの児■はいない

48 
食物アレルギーのあるこどもについて、医願の指示●に基づく対応

が、対応できるように体綱を整えている．非
がされているか．

烹 4 

騎

等 49 
安全ttiliを作成し 、 安全讐還に必璽な研修や~-繰、 その他必頸な措

の
置を講じる等、安全冒理が十分された中で支援が行われているか．

4 
対 緊急連絡先一覧を作成している．
応 50 

こどもの安全帽保に関して、家族等との運携が図られるよう、安全

ltiliに基づく取組内容について、家族等へ周知しているか．
4 

51 
ヒャリハットを事稟所内で共有し、萬発防止に向けた方策について

検討をしているか．
4 

52 
虐待を防止するため、●員の研修機会を確保する等、遇切な対応を

しているか．
4 

どのような場合にやむを得ず舅体拘束を行うかについて、組織的に

53 決定し、こどもや保・者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

●発違支援計1iiに記●しているか． 4 
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